
【今月の聖書の言葉】

「その家に入ったら、『平和があるように』と挨拶しなさい」（マタイによる福音書 10章12節）

とても寒い季節になりました。でも厳しい寒さが来ているということは、暖かい春がもうすぐやっ

てくるということです。保育園でも卒園や進級を見つめる時期となりました。1年前や、入園し

た頃を振り返ってみると、体も心も大きく成長したことを感じられるのではないでしょうか。歩

いたり走ったり、できることも増え、おしゃべりもどんどん上手になって来たことと思います。

あいさつもできるようになったかもしれません。

日本語では「お早いですね（おはよう）」「今日は（こんにちは）、好い天気ですね」などと

あいさつしますが、イエス様たちの国では「平和がありますように」とあいさつしました。聖書

でいう「平和」とは、「誰かと誰かの争いがないこと」というよりも、「欠けやキズのない状態」

を表しています。みんながお互いに傷つけられたり、息苦しくされたりしていない、それを「平

和」と呼び、毎日のあいさつとしていました。

新型コロナの大流行など、とても心落ち着かない日々が続いています。そんな時だからこそ、

皆で「平和がありますように」と願い合いたいものです。時に心がささくれ立って、言動が荒れ

ることがあったとしても、そんな私たちもまた「あなたに平和がありますように」と祈られてい

る一人なのです。どうぞ皆様が今日一日を平和の内にお過ごしになられますように。また身近な

ところから小さな平和を創り出していくことができますように。

チャプレン・牛田匡（社会福祉法人日本コイノニア福祉会 理事長）
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《ハレルヤ保育園の理念》

◆思いやりの心・豊かな心を育む。
◆自分で考え、自分で行動できる子を育む。
◆個性を大切に「自分らしく育つ」事を応援する。
◆保護者への安心を提供する。

《法人の理念》
ハレルヤ保育園は、法人の設立理念に立って、施設
で保育される乳幼児１人ひとりの成長と発達を支え、
保障し、健全な育成を支援する事を目的とする。

☆苦情解決委員会☆
◎苦情解決責任者 曽我部謙

◎苦情解決窓口担当 松岡美香

◎第三者委員 申英子・畑健次郎･笹野芳照

※意見箱は送迎用玄関に設置しております。

ご質問・ご要望等随時受け付けております。
又育児相談も随時受け付けております。

社会福祉法人日本コイノニア福祉会

〒573-1155 枚方市招提南町1-3-18
℡/072-868-5541 fax/072-868-5542
E-mail h-hoikuen@koinonia.or.jp
ＨＰ http://www.koinonia.or.jp/h-hoikuen/

『すんばらしき主イエスの愛』

『うつくしいあさも』『みんなでみんなで』

▼まん延防止措置期間の行事中止について

先日もお知らせをいたしましたが、枚方市より蔓延防止措置期間中の

保育施設における行事やイベント中止等の方針が出ました。園でも開催

方法など、検討を進めて参りましたが、大変残念ではありますが中止の

判断となりました。

①2月19日(土)ハッピースマイル（生活発表会）※通常保育となります

②2月２４日（木）ひつじクラス懇談会

③２月２５日（金）ぶどうクラス懇談会

④２月２２日（火）ほしクラス懇談会：延期（３月卒園式前に開催予定）

⑤地域支援イベント等

・きらきら広場：２月１日（火）、２月１５日（火)

・ぴよぴよ広場：２月８日（火）

・ふれあい体験：２月９日（水）、２月１６日（水）ブックスタート

・体験保育：２月２日（水）

※上記イベントは全て中止となります。

▼よいこネットからコドモンへ移行します

よいこネットによる緊急メールは3月31日（木）をもって、利用

を終了致します。コドモンへの登録がまだの方は、必ずご登録いただ

けますようにお願いいたします。また、コドモンは1家庭あたり複数

の登録が可能である為、両親共に登録していただくこともお勧めいた

します。最近では、新型コロナに関する緊急メール配信回数が増えて

おりますので、必ず目を通していただくようにお願いいたします。

▼ウイルス性胃腸炎の流行について

保健だよりでもお知らせをしましたが、１月中旬から末にかけて、

ハレルヤ保育園でウイルス性胃腸炎（ノロウイルス・アデノウイルス

を含む）が流行いたしました。保健所への報告・調査をすませ、観察

期間が終了いたしました事をお知らせいたします。

▼新型コロナにおける臨時休校等の登園目安についてのお願い

先日、枚方市からいただいた『新型コロナウイルス感染拡大に伴う

保育所（園）等の利用について』のプリントを配布をさせていただき

ました。登園を控えていただく要請内容の中に、【同居家族等の職場

や学校等において感染が確認され、家族等が保健所の調査対象となっ

ている場合（調査対象となるか判明するまでの間も同様です）】となっ

ております。疫学調査が終了し、家族等が濃厚接触者に該当しないと

判明してからの登園となりますので、再度周知の程お願いいたします。

◎園へ速やかに連絡をして頂く事項◎

・園児又は同居家族が接触した人が、感染したことが判明した場合

・園児又は同居家族がPCR検査を受けることになった場合

・園児又は同居家族が保健所から健康観察の対象（濃厚接触者）と

指定された場合。 以上、よろしくお願いいたします。


